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愛知県立大学部局長会議規程 

                                 

 （設 置） 

第１条 本学に、学長の執行業務を補佐するため、部局長会議（以下「会議」という。）を置く。 

 （組 織） 

第２条 会議は、次の者をもって組織する。 

 （１）学 長 

 （２）副学長 

 （３）各学部長（研究科長を兼ねる。） 

 （４）入試・学生支援センター長及び副センター長 

 （５）教育支援センター長及び副センター長 

 （６）教養教育センター長及び副センター長 

 （７）学術研究情報センター長、副センター長及び研究推進局長 

 （８）地域連携センター長 

 （９）看護実践センター長 

 （１０）事務部門長 

 （１１）守山キャンパス長 

 （会 議） 

第３条 定例会議は、月１回とする。 

２ 学長は、定例会議以外に、必要に応じて、臨時会議を開くことができる。 

 （部局長以外の者の出席） 

第４条 学長が必要と認める場合は、第２条に掲げる者以外の教職員の出席を認めることがで

きる。 

 （庶 務） 

第５条 会議の庶務は、県大総務課において担当する。 

 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 


